
鳥取県立中央病院食器洗浄業務仕様書 

 

 鳥取県立中央病院が食器洗浄業務を委託するにあたり必要な事項を、本仕様書に定める。 

 受注者は、服装、言動、態度等に充分注意し、病院食器洗浄業務の受注者としての認識を持ち、本仕

様書に基づき誠実に業務を実施すること。 

 

 

１ 業務の名称 

鳥取県立中央病院食器洗浄業務 

 

２ 業務の場所 

鳥取県立中央病院（鳥取市江津７３０）  

 

３ 契約期間 

契約締結日から令和９年３月３１日までとする。 

ただし、令和７年３月３１日までは本件業務の準備期間とし、同年４月１日から令和９年３月３１

日までを本件業務の履行期間とする。 

 

４ 業務の概要 

（１）概要    

    食器洗浄作業は、鳥取県立中央病院の栄養管理室（厨房内食器洗浄室）において、予洗い後の食

器を自動食器洗浄機により毎食後洗浄し、完全消毒を行うと共に温冷配膳車及び下膳車の洗浄と清

拭を行う。また、各病棟に設置してある残飯入れ容器を降ろし、洗浄後、下膳車と残飯入れ容器を

各病棟へ設置する等の業務を行うものである。 

（２）食器洗浄に伴う作業内容 

ア 食器洗浄室内の清掃を行う。（床面、壁面、側溝など） 

イ 食器洗浄機等の清掃を行う。（食器洗浄機のパイプの目詰まりを防ぐ、洗浄機本体の清掃等） 

ウ 備品の清掃を行う。（移動式及び固定シンク、台車など） 

エ 食器消毒保管庫の清掃を行う。 

オ 温冷配膳車の洗浄を行う。（水抜き、水補充、内部清掃等） 

カ 湯飲み用配送ケースの洗浄及び各病棟エレベーターホールまでの配達を行う。 

キ 残菜バケツの清掃と病棟設置を行う。 

ク 作業員は、常時衛生に留意し、毎日衛生管理簿に必要事項を記入する。 

ケ 残菜及び生ごみの計量を行い、記録簿に記載する。 

コ 食器やトレイの破損及び洗浄不可能な食器を発見した場合は報告する。 

サ 配膳車の病棟からの降車（昼食後は除く）と、下膳車の病棟への配車及び降車。 

シ 茶碗蒸食器は、浸漬後柔らかいスポンジで汚れを洗い落とす。（月２回程度予定） 

（３）食器洗浄後の点検について  

ア 受注側は毎日、食器洗浄の仕上がり状況を確認する等のチェックを行うこと。 

イ 食器洗浄後の状態について随時、発注者がチェックし、洗浄が不十分な場合等は発注者の要

請に応じること。 



（４）食器洗浄の量の目安（１日当たり） 

・食器類 

○患者…１回当たり病棟平均食数：301食 

（301食×10個〈１食あたりの食器類数〉+湯飲みｺｯﾌﾟ301個） 

×３回＝9,933個  

○検食者…朝・夕：各５食、昼：２食、１日当たり合計：12食 

12食×（10個〈１食あたりの食器類数〉+湯飲みｺｯﾌﾟ・ふた2個） 

＝144個  

・患者用トレイ  903枚 (301食×３回) 

・検食用トレイ   12枚 

・作業用トレイ  240枚 

（５）食器の材質 

          食器の材質は、メラミン樹脂及び強化磁器とする。 

（６）配膳車等の洗浄及び清拭の量 

・配膳車       35台／日 （11台×３回＋夕食時１台+待機用１台） 

・配膳カート     11～12台／日  

平日：病棟（３台×朝昼夕３回）＋検食（１台×朝夕２回）＝11台 

休日：病棟（３台×朝昼夕３回）＋検食（１台×朝昼夕３回）＝12台 

・下膳車       30台／日  （10台×３回）      

・残飯入れ容器    13個×１回 

・湯飲み用配送ケース 10～13個／日 

・移動式シンク     ７台 

・固定シンク      ２槽 

・台車         ７台    

     

５ 作業時間 

       以下のとおりとする。詳細は、別紙ワークテーブルを参照のこと。 

時  間 主な洗浄内容及び分量 

８：００～１２：００ 

前日の夕食と当日の朝食に使用した食器及びトレイ等を洗浄

し、消毒する。（食事２回分） 

 

１３：３０～１７：００ 

  当日の昼食分に使用した食器及びトレイ等を洗浄し、消毒する。

（食事１回分） 

 

１８：００～２０：００ 

  当日の夕食分の残飯を処理し、トレイと食器を分別し、食器は

浸漬する。（食事１回分） 

夕食後の下膳開始時間は、１８：５０とする。 

 

６ 作業上の留意事項 

（１）食器洗浄室の床面はドライ仕様であるため、作業中は不要な水は流さない。作業終了時以外ホ

ースでの散水は行わない。汚染がひどく散水した場合は、早急に水切りし、モップ等で水気を拭

き取る。 



（２）食器等は丁寧に取り扱い、破損のないように作業を行う。丁寧に取り扱うことなく破損する食

器が多数発生する場合には、その代償を求めることもある。 

（３）洗浄作業に伴う連絡体制及び打ち合わせ体制の整備に関すること。 

       作業上、会社及び職員に対する連絡事項、検討事項が発生した場合は連絡により速やかに担当

する全職員に周知し、業務に反映すること。 

（４）建物、器具、備品等の破損を発見したとき、又はこれらの物を損壊したときは、直ちに当院に

報告し、その指示を受けなければならない。 

（５）院内感染防止及び安全衛生に配慮した方法及び手順により作業を行うこと。 

（６）火気には充分注意すること。 

 

７ 管理業務 

（１）受注者は、本業務の履行期間前に、本業務に関する責任者（以下「受注責任者」という。）及

び現場責任者を定めること。 

（２）現場責任者は、可能な限り調理現場での業務経験（調理業務に限らない）のある者とし、毎日

必ず１名が院内に常勤することができるよう、必要な人員を定めること（現場責任者が複数名で

あることも想定される）。なお、現場責任者は受注責任者を兼ねることができるものとする。 

（３）受注責任者及び現場責任者は、受注者の代理人として、当院との連絡業務、業務の調整、作業

員への指示・指導等、指揮監督を行うこと。 

（４）受注者は、受注責任者及び現場責任者を定めた場合は、その氏名、性別、生年月日、経歴、緊

急連絡先携帯電話番号を当院へ報告すること。 

（５）受注者は、本業務を行うために十分な人員を配置し、作業場の防火及び安全確保に努め、作業

員の健康及び安全管理に責任を持たなければならない。 

（６）作業員の健康管理 

ア 従事する全ての作業員について、毎月検便を行い、赤痢、サルモネラ及びＯ－１５７（１０月

から３月の期間においては、左記にノロウイルスを加える。）の細菌検査の結果を当院へ提出す

ること。 

イ 受注者は、インフルエンザをはじめ、感染症に罹患した者を業務に従事させてはならない。 

ウ 受注者は、年に１回、労働安全衛生法に基づく健康診断を作業員に実施させること。 

エ 作業員の健康状況、身体状況等について記録簿に記載し保管すること。 

（７）作業員の育成、研修、教育等 

ア 受注者は、作業員に本仕様書を十分に熟知させ、作業内容及び衛生管理等（感染予防・安全管

理、接遇、個人情報保護等）に関する研修を定期的に実施すること。また、これらを実施した際

には、その状況を整理・記録し保管すること。 

イ 受注者は、作業員に作業するにふさわしい制服（前掛け、帽子、長靴、マスク等）を着用させ

ること。また、受注者名及び氏名を記した名札を着用させ、常に清潔に留意し、身だしなみ、接

遇には努めて心がけるように指導すること。 

ウ 作業員の交代があった場合は、現場責任者が責任をもって指導・育成すること。 

（８）受注者は、作業員がやむを得ない理由により休暇を取得した場合等は、受注責任者及び現場責

任者と十分に連絡を取り、業務に支障をきたさない体制を維持すること。 

（９）受注者は、当院が不適当と認める作業員について、必要な改善を図らなければならない。 

（10）受注者は、当院から受注者及び作業員に対する連絡事項及び検討事項が発生した場合は、速や

かに作業員全員に連絡・周知し、業務に反映すること。また、そのための連絡体制をあらかじめ



整備しておくこと。 

 

８ 損害の賠償 

（１）調理器具・食器等は丁重に取扱い、故障・損傷を生じさせないよう、十分に留意すること。 

（２） 受注者は、故意または重大な過失により当院の調理器具・食器等に損害を与えた場合は、そ

の損害を賠償しなければならない。紛失の場合も同様とする。 

（３）業務に起因して作業員が被った負傷その他の事故については、受注者の責任のもと対応するも

のとする。 

（４）受注者は、企業向総合賠償責任保険に加入すること。 

 

９ 個人情報保護及び守秘義務 

（１）受注者、受注責任者、現場責任者及び作業員は、業務履行上知り得た個人情報及び機密情報の

取扱いに当たっては、当院及び個人の権益を侵害することのないよう適正に取り扱わなければな

らない。 

（２）受注者は、個人情報の保護及び機密情報の保持に関し漏えいする事態が生じ、又は生ずる恐れ

があることを知ったときは、速やかに当院に報告し、その指示に従うものとする。契約が終了又

は解除された後においても同様とする。 

 

10 再委託の禁止 

（１）受注者は、当院の承認を受けないで、業務を再委託してはならない。 

（２）当院は、次のいずれかに該当する場合は、再委託を承認しない。ただし、特段の理由がある場

合は、この限りにない。 

ア 再委託の契約金額が、本件業務に係る委託費（課税事業者にあっては、消費税及び地方消費税

の額を含めた金額とする。）の50％を超える場合 

イ 再委託する業務に本件業務の中核となる部分が含まれている場合 

 

11 その他、一般共通事項、特記事項   

（１）費用の分担（施設及び機器の管理、食器の補充等に関すること） 

  業務の実施に当たり必要となる経費は、以下のとおり負担する。 

ア 食器洗浄機のメンテナンス等機器の管理及び食器の補充は、当院が行う。 

イ 洗浄に使用する洗剤、漂白剤等は、当院が負担し準備する。 

ウ マスク、使い捨て手袋は、当院が負担し準備する。 

エ 本作業に必要な電力、水などに係る経費は当院が負担する。 

オ 作業員が使用する被服（前掛け、長靴、帽子等）は、受注者の負担とする。 

  カ 健康管理に係る経費は、受注者の負担とする。  

（２）受注者は、当院の指定する更衣室兼休憩室を無償で使用できるものとする。 

（３）通勤に自動車を使用する場合は、当院の許可を得て、指定された駐車場を使用し、所定の駐車料

金（令和７年度3,200円／人・月[消費税込]）を当院に支払うこと。ただし、駐車料金の改定があっ

た場合は、改定後の金額によること。 

（４）預託されたカギ（ＩＣカード）については厳重に保管し、契約期間終了時に返却すること。なお、

ＩＣカードを破損又は紛失した場合は、セキュリティ上の観点から当院総務課に報告すること。そ

の場合、受注者が実費（1,000円（消費税及び地方消費税額を含む。））を負担し、新しいＩＣカード



の提供を受けることとする。 

（５）受注者は、業務の遂行にあたっては、当院の職員との連絡を密に行うこと。 

（６）医療安全の観点から、当院は、受注者の業務内容を適宜検証するとともに、臨時的な業務監督、

指導等を行う場合がある。 

（７）当院は、速やかな対応のために必要なときは、自ら本件業務に係る作業を行う場合がある。 

（８）受注者は、本契約の解除または契約期間満了の際に、当院が他の業者と契約を締結することとな

った場合には、十分な引継業務を行い、他の業者が業務に支障なく本仕様書のとおりに業務遂行で

きるよう協力しなければならない。 

（９）業務内容を見直す必要が生じた場合は、当院と受注者で協議した上で決定し、受注責任者又は現

場責任者が作業員へ指示するものとする。 

 


